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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動工具本体に挿入され電気的に接続するための端子を有する挿入部と、
　一対の第１側壁と該第１側壁を結ぶ第２壁を有する基部と、
　該基部に設けられ前記該挿入部の挿入方向と略直交する方向に電池パックが挿入される
ための一対のレールと、
　前記電動工具本体に着脱するための工具側ラッチ手段を構成する操作側部分と、
　前記電池パックに着脱するための操作側部分を有する電池側ラッチ手段を構成する受け
側部分とを備え、
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁及び前記第２壁の一方に沿って設け
ると共に、前記電池側ラッチ手段の受け側部分及び操作側部分を前記第１側壁及び前記第
２壁の他方に沿って設け、前記工具側ラッチ手段の操作側部分と前記電池側ラッチ手段の
前記受け側部分及び操作側部分とを前記挿入部の挿入方向視で異なる位置に配置したこと
を特徴とするアダプタ。
【請求項２】
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁の一方に沿うよう１つ設け、前記電
池側ラッチ手段の受け側部分を前記各第２壁に沿うよう１つずつ計２つ設けたことを特徴
とする請求項１記載のアダプタ。
【請求項３】
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記各第２壁に沿うよう１つずつ計２つ設け、前
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記電池側ラッチ手段の受け側部分を前記第１側壁の一方に沿うよう１つ設けたことを特徴
とする請求項１記載のアダプタ。
【請求項４】
　電動工具本体に挿入され電気的に接続するための端子を有する挿入部、一対の第１側壁
と該第１側壁を結ぶ第２壁を有する基部、該基部に設けられ前記挿入部の挿入方向と略直
交する方向に電池パックが挿入されるための一対のレール、前記電動工具本体に着脱する
ための工具側ラッチ手段を構成する操作側部分、前記電池パックに着脱するための電池側
ラッチ手段を構成する受け側部分を有するアダプタと、
　電池が収納された電池ケース、該ケースに設けられ前記一対のレールに挿入される一対
のレール溝、前記受け側部分と係合する電池側ラッチ手段を構成する操作側部分を有する
電池パックと、
　から成るアダプタと電池パックとの組み合わせであって、
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁及び前記第２壁の一方に沿って設け
ると共に、前記電池側ラッチ手段の受け側部分及び操作側部分を前記第１側壁及び前記第
２壁の他方に沿って設け、前記工具側ラッチ手段の操作側部分と前記電池側ラッチ手段の
前記受け側部分及び前記操作側部分とを前記挿入部の挿入方向視で異なる位置に配置した
ことを特徴とするアダプタと電池パックの組み合わせ。
【請求項５】
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁の一方に沿うよう１つ設け、前記電
池側ラッチ手段の操作側部分を前記各第２壁に沿うよう１つずつ計２つ設けたことを特徴
とする請求項４記載のアダプタと電池パックとの組み合わせ。
【請求項６】
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記各第２壁に沿うよう１つずつ計２つ設け、前
記電池側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁の一方に沿うよう１つ設けたことを特徴
とする請求項４記載のアダプタと電池パックとの組み合わせ。
【請求項７】
　駆動源であるモータと、
　該モータの電源である電池パックと、
　外部に開口する収納空間と、
　該収納空間の奥部に設けられた電気接続部と、
　前記収納空間に挿入され前記電気接続部と電気的に接続するための端子を有する挿入部
、一対の第１側壁と該第１側壁を結ぶ第２壁を有する基部、該基部に設けられ前記挿入部
の挿入方向と略直交する方向に前記電池パックが挿入されるための一対のレール、前記収
納空間に対して前記挿入部を着脱するための工具側ラッチ手段を構成する操作側部分、前
記電池パックに着脱するための操作側部分を有する電池側ラッチ手段を構成する受け側部
分を有するアダプタとを備え、
　該アダプタを介して前記電池パックの電力が前記モータに供給可能としたアダプタを用
いた電動工具であって、
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁及び前記第２壁の一方に沿って設け
ると共に、前記電池側ラッチ手段の受け側部分及び前記操作側部分を前記第１側壁及び前
記第２壁の他方に沿って設け、前記工具側ラッチ手段の前記操作側部分と前記電池側ラッ
チ手段の前記受け側部分及び操作側部分とを前記挿入部の挿入方向視で異なる位置に配置
したことを特徴とするアダプタを用いた電動工具。
【請求項８】
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁の一方に沿うよう１つ設け、前記電
池側ラッチ手段の操作側部分を前記各第２壁に沿うよう１つずつ計２つ設けたことを特徴
とする請求項７記載のアダプタを用いた電動工具。
【請求項９】
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記各第２壁に沿うよう１つずつ計２つ設け、前
記電池側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁の一方に沿うよう１つ設けたことを特徴
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とする請求項７記載のアダプタを用いた電動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コードレス電動工具と、該電動工具に電池パックを装着するためのアダプタ
及び該アダプタが装着されたアダプタ付電池パックに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コードレス電動工具には、本体に内蔵されたモータに電力を供給するための電池パック
が着脱可能に装着されるが、この電池パックの内部には、充電可能なリチウム電池等の二
次電池が収納されている。
【０００３】
　ところで、電池パックの電動工具本体への装着方式には、該電池パックに突設された挿
入部を電動工具本体のハンドル部に挿入して装着する方式（以下、「差込方式」と称する
）と、電池パックをハンドル部の下端部に横方向（ハンドル部の長手方向に直角な方向）
にスライドさせて装着する方式（以下、「スライド方式」と称する）とがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　而して、電動工具には、電池パックの装着方式として差込方式を採用するものとスライ
ド方式を採用するものとがあり、差込方式を採用する電動工具にスライド式の電池パック
を装着することができないために不便であった。
【０００５】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、異なる装着方式の電
池パックを使用可能とするとともに、高さを抑えて小型・コンパクト化が図れる操作性の
良いダプタ、アダプタと電池パックの組み合わせ、及びアダプタを用いた電動工具を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係るアダプタは、
　電動工具本体に挿入され電気的に接続するための端子を有する挿入部と、
　一対の第１側壁と該第１側壁を結ぶ第２壁を有する基部と、
　該基部に設けられ前記該挿入部の挿入方向と略直交する方向に電池パックが挿入される
ための一対のレールと、
　前記電動工具本体に着脱するための工具側ラッチ手段を構成する操作側部分と、
　前記電池パックに着脱するための操作側部分を有する電池側ラッチ手段を構成する受け
側部分とを備え、
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁及び前記第２壁の一方に沿って設け
ると共に、前記電池側ラッチ手段の受け側部分及び操作側部分を前記第１側壁及び前記第
２壁の他方に沿って設け、前記工具側ラッチ手段の操作側部分と前記電池側ラッチ手段の
前記受け側部分及び操作側部分とを前記挿入部の挿入方向視で異なる位置に配置したこと
を特徴とする。
【０００７】
　又、本発明に係るアダプタと電池パックの組み合わせは、　電動工具本体に挿入され電
気的に接続するための端子を有する挿入部、一対の第１側壁と該第１側壁を結ぶ第２壁を
有する基部、該基部に設けられ前記挿入部の挿入方向と略直交する方向に電池パックが挿
入されるための一対のレール、前記電動工具本体に着脱するための工具側ラッチ手段を構
成する操作側部分、前記電池パックに着脱するための電池側ラッチ手段を構成する受け側
部分を有するアダプタと、
　電池が収納された電池ケース、該ケースに設けられ前記一対のレールに挿入される一対
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のレール溝、前記受け側部分と係合する電池側ラッチ手段を構成する操作側部分を有する
電池パックと、
　から成るアダプタと電池パックとの組み合わせであって、
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁及び前記第２壁の一方に沿って設け
ると共に、前記電池側ラッチ手段の受け側部分及び操作側部分を前記第１側壁及び前記第
２壁の他方に沿って設け、前記工具側ラッチ手段の操作側部分と前記電池側ラッチ手段の
前記受け側部分及び前記操作側部分とを前記挿入部の挿入方向視で異なる位置に配置した
ことを特徴とする。
【０００８】
　更に、本発明に係る電動工具は、
　駆動源であるモータと、
　該モータの電源である電池パックと、
　外部に開口する収納空間と、
　該収納空間の奥部に設けられた電気接続部と、
　前記収納空間に挿入され前記電気接続部と電気的に接続するための端子を有する挿入部
、一対の第１側壁と該第１側壁を結ぶ第２壁を有する基部、該基部に設けられ前記挿入部
の挿入方向と略直交する方向に前記電池パックが挿入されるための一対のレール、前記収
納空間に対して前記挿入部を着脱するための工具側ラッチ手段を構成する操作側部分、前
記電池パックに着脱するための操作側部分を有する電池側ラッチ手段を構成する受け側部
分を有するアダプタとを備え、
　該アダプタを介して前記電池パックの電力が前記モータに供給可能としたアダプタを用
いた電動工具であって、
　前記工具側ラッチ手段の操作側部分を前記第１側壁及び前記第２壁の一方に沿って設け
ると共に、前記電池側ラッチ手段の受け側部分及び前記操作側部分を前記第１側壁及び前
記第２壁の他方に沿って設け、前記工具側ラッチ手段の前記操作側部分と前記電池側ラッ
チ手段の前記受け側部分及び操作側部分とを前記挿入部の挿入方向視で異なる位置に配置
したことを特徴とする。
                                                                                
    
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、アダプタを用いることにより異なる装着方式の電池パックが使用可能
となるとともに、工具側ラッチ手段の操作側部分と電池側ラッチ手段の操作側部分をアダ
プタの挿入部の挿入方向視で異なる位置に配置したため、これらの操作側部分が上下（ア
ダプタの挿入部の挿入方向）に重なることがなく、高さが低く抑えられて小型・コンパク
ト化が図れ、工具側ラッチ手段と電池側ラッチ手段の各操作側部分に高い操作性が確保さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１１】
　＜実施の形態１＞
　図１は本発明に係る電動工具の斜視図、図２は本発明の実施の形態１に係るアダプタを
斜め下方から見た斜視図、図３は本発明の実施の形態１に係るアダプタ付電池パックの分
解斜視図、図４は同アダプタ付電池パックの斜視図、図５は同アダプタ付電池パックの正
面図、図６は同アダプタ付電池パックの平面図、図７は同アダプタ付電池パックの側面図
、図８は図７のＡ－Ａ線断面図、図９は図７のＢ－Ｂ線断面図である。
【００１２】
　図１に示す電動工具１は電動ドリルであって、その側面視Ｔ字状を成すハウジング２の
胴体部２Ａの内部には駆動源としての不図示のモータが内蔵されており、胴体部２Ａの前
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端（図１の手前側を前側とする）には先端工具保持部であるドリルチャック３が回転可能
に設けられ、このドリルチャック３には先端工具である不図示のドリルビットが着脱可能
に装着される。
【００１３】
　又、ハウジング２の胴体部２Ａからはハンドル部２Ｂが略直角に延びており、このハン
ドル部２Ｂの端部（図１の下端部）には本発明に係るアダプタ付電池パック４が着脱可能
に装着されており、ハンドル部２Ｂの上端前部の胴体部２Ａとの接続部にはトリガスイッ
チ５が設けられている。
【００１４】
　ここで、前記アダプタ付電池パック４は、図３及び図４に示すように、スライド式の電
池パック６にアダプタ７をスライド方式によって着脱可能に装着して構成されている。
【００１５】
　ところで、本実施の形態に係る電動工具１は、ハウジング２のハンドル部２Ｂの下端に
差込式の不図示の電池パックを装着して使用されるものであって、ハンドル部２Ｂの下端
部には、下方に向かって開口する不図示の収納空間が形成されており、図示しないが、こ
の収納空間の奥部には、複数の端子を有する電気接続部が設けられている。
【００１６】
　而して、差込式の不図示の電池パックを電源とする電動工具１をスライド式の電池パッ
ク６を電源として使用するには、スライド式の電池パック６をアダプタ７を用いて電動工
具１に装着する。この場合、アダプタ７を単体で電動工具１のハンドル部２Ｂに装着して
おき、このアダプタ７に電池パック６をスライド方式によって装着するか、或は図４に示
すようなアダプタ７を予め装着して成るアダプタ付電池パック４を電動工具１のハンドル
部２Ｂに差込方式によって装着することが行われる。
【００１７】
　そして、図１に示すように、アダプタ７又はアダプタ付電池パック４の電動工具１のハ
ウジング部２Ｂに対する着脱は工具側ラッチ手段８によって行われ、アダプタ７と電池パ
ック６との着脱は電池側ラッチ手段９によって行われる。
【００１８】
　ここで、アダプタ７の構成を以下に説明する。
【００１９】
　アダプタ７は、樹脂にて一体成形され、略直方体を成す基部７Ａの下面は開口しており
、該基部７Ａの上面の後部からは楕円筒状の挿入部７Ｂが一体に突設されている。挿入部
７Ｂは、電動工具１のハンドル部２Ｂに形成された不図示の収納空間に下方から挿入され
るものであって、内部には不図示の回路基板が垂直に保持されて収納されている。そして
、挿入部７Ｂの上部外周には、前記回路基板に連なる端子１０がそれぞれ露出しており、
挿入部７Ｂが電動工具１のハンドル部２Ｂに形成された収納空間に挿入されると、端子１
０が収納空間の奥部に設けられた電気接続部の端子に接続される。
【００２０】
　又、アダプタ７の基部７Ａの外周には、第１側壁を構成する前後一対の前壁７ａ及び後
壁７ｂと、これらの前壁７ａと後壁７ｂを結ぶ第２壁を構成する左右一対の側壁７ｃ，７
ｄが形成されている。そして、図２に示すように、基部７Ａの下面は開口しており、その
下面の左右には、左右の側壁７ｃ，７ｄに沿って前後方向に延びる一対のレール７ｅが平
行に延びている。尚、これら左右一対のレール７ｅは、電池パック６が当該アダプタ７に
スライド方式によって装着されるときのガイドとしての機能と装着された電池パック６の
アダプタ７からの脱落を防ぐ係止機能を果たす。
【００２１】
　而して、アダプタ７には、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａと電池側ラッチ手段９
の受け側部分９Ｂが設けられているが、これらの工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａと
電池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂは、当該アダプタ７の電動工具１のハウジング部２
Ｂへの挿入方向視（平面視）で異なる位置に配置されている。



(6) JP 4981392 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

【００２２】
　具体的には、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａは、アダプタ７の基部７Ａの前壁７
ａに沿って設けられており、図８に示すように、前後方向に摺動する操作部８ａと、該操
作部８ａの後端部に垂直に立設されたラッチ爪８ｂと、これらの操作部８ａとラッチ爪８
ｂを前方（図８の左方）に付勢するスプリング８ｃで構成されている。
【００２３】
　又、電池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂは、アダプタ７の基部７Ａの左右の側壁７ｃ
，７ｄに沿ってそれぞれ１つずつ計２つ設けられており、基部７Ａの下面の左右に形成さ
れた左右一対の前記レール７ｅの前端側の内側に形成された矩形状の係合溝７ｆによって
構成されている。
【００２４】
　次に、電池パック６の構成の詳細について説明する。
【００２５】
　電池パック６は、樹脂にて略直方体状に成形された電池ケース６Ａを有しており、該電
池ケース６Ａの内部には、リチウムイオン電池等の充電可能な複数の電池（不図示）が収
納されている。ここで、電池ケース６Ａの外周には、第１側壁を構成する前後一対の前壁
６ａ及び後壁６ｂと、これらの前壁６ａと後壁６ｂを結ぶ第２壁を構成する左右一対の側
壁６ｃ，６ｄが形成されている。
【００２６】
　又、電池ケース６Ａの上面には接続部６Ｂが設けられており、図３及び図９に示すよう
に、この接続部６Ｂには端子挿入部６ｅと左右一対のリブ６ｆが設けられている。ここで
、端子挿入部６ｅは後方（図９の右方）に向かって開口する複数のスロット６ｅ－１を備
えており、各スロット６ｅ－１内には端子６ｅ－２がそれぞれ設けられている。又、左右
一対の前記リブ６ｆは、電池ケース６Ａの左右の側壁６ｃ，６ｄに沿って前後方向平行に
延びており、該リブ６ｆの下方には電池ケース６Ａの上面との間に断面矩形の係合溝６ｇ
が前後方向に互いに平行に形成されている。
【００２７】
　更に、電池パック６には、電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａが電池ケース６Ａの左
右の側壁６ｃ，６ｄに沿ってそれぞれ１つずつ計２つ設けられており、各操作側部分９Ａ
は、図９に示すように、横方向（図示矢印方向）に押圧操作される操作部９ａと、該操作
部９ａから平面視コの字状に屈曲して延びる延長部の端部に形成された鍵状のラッチ爪９
ｂと、操作部９ａを外側方に付勢するスプリング９ｃで構成されている。尚、操作部９ａ
を押圧操作していない状態では、ラッチ爪９ｂは電池パック６の前記係合溝６ｇに突出し
、操作部９ａを押圧するとラッチ爪９ｂは係合溝６ｇから退避する。
【００２８】
　而して、アダプタ７をその左右のレール７ｅを電池パック６の左右の係合溝６ｇに後方
から嵌合させ、その状態のままアダプタ７を前方へスライドさせると、該アダプタ７の左
右のレール７ｅが電池パック６の左右の係合溝６ｇに係合することによってアダプタ７が
電池パック６に結合される。そして、図９に示すように、アダプタ７の左右のレール７ｅ
の前端が電池側ラッチ手段９のラッチ爪９ｂに当接すると、各ラッチ爪９ｂに形成された
テーパ面の作用によって該ラッチ爪９ｄが内側方へ退避してアダプタ７の前方へのスライ
ドを許容する。そして、アダプタ７の左右のレール７ｅに形成された係合溝７ｆが電池パ
ック６側のラッチ爪９ｂを通過すると、ラッチ爪９ｂがその復元力によって外側方へ突出
して係合溝７ｆに係合するため、アダプタ７が電池パック６に確実に装着されて図４～図
７に示すアダプタ付電池パック４が組み立てられる。
【００２９】
　上述のようにしてアダプタ７が電池パック６に装着されてアダプタ付電池パック４が組
み立てられると、このアダプタ付電池パック４は、アダプタ７を上にしてその挿入部７Ｂ
を電動工具１のハンドル部２Ｂに形成された不図示の収納空間に下方から挿入することに
よって、電動工具１のハンドル部２Ｂの下端に装着される。このとき、アダプタ７に設け
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られた工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａのラッチ爪８ｂが電動工具１側の不図示の係
合溝（工具側ラッチ手段８の受け側部分）に係合することによってアダプタ付電池パック
４の電動工具１からの脱落が防がれるとともに、アダプタ７の挿入部７Ｂの外周に配置さ
れた複数の端子１０が電動工具１のハンドル部２Ｂの収納空間に設けられた不図示の電気
接続部の複数の端子に接続され、電池パック６から電動工具１への給電が可能となる。
【００３０】
　而して、図１に示す電動工具１に設けられた前記トリガスイッチ５を操作してこれをＯ
Ｎすると、電池パック６から不図示のモータに給電されて該モータが駆動され、その回転
が不図示の伝動機構を経て前記ドリルチャック３に伝達され、該ドリルチャック３とこれ
に装着された不図示のドリルビットが回転駆動されて所要のネジ締め作業がなされる。
【００３１】
　そして、アダプタ付電池パック４を電動工具１から取り外すには、アダプタ７に設けら
れた工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａの操作部８ａをスプリング８ｃの付勢力に抗し
て図８の矢印方向（後方）に押せば良い。すると、操作部８ａと一体のラッチ爪８ｂも同
方向に移動するため、該ラッチ爪８ｂの電動工具１側の不図示の係合溝との係合が解除さ
れるため、アダプタ付電池パック４を電動工具１から取り外すことができる。このとき、
アダプタ７に設けられた工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａは、電池パック６に設けら
れた電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａと、電動工具１への挿入方向視で異なる位置に
配置されているため、各操作側部分８Ａ，９Ａを大きくすることができ、これらに高い操
作性が確保されるとともに、電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａを誤って操作すること
を抑制することができる。
【００３２】
　又、アダプタ付電池パック４において、アダプタ７を電池パック６から取り外すには、
電池パック６に設けられた電池側ラッチ手段９の左右の操作側部分９Ａの操作部９ａをス
プリング９ｃの付勢力に抗して図９の矢印方向（内側方）に押せば良い。すると、操作部
９ａと一体のラッチ爪９ｂも同方向に移動するため、該ラッチ爪９ｂのアダプタ７側の係
合溝７ｆとの係合が解除されるため、アダプタ７を電池パック６から取り外すことができ
る。このとき、電動工具１を取り外すときと同様に、工具側ラッチ手段８の操作側部分８
Ａを誤って操作することを抑制することができる。
【００３３】
　尚、他の使用形態としては、アダプタ７を電動工具１のハンドル部２Ｂに先に装着し、
このアダプタ７に対して電池パック６を装着する方法があるが、このときのアダプタ７の
電動工具１への装着と電池パック６のアダプタ７への装着及びアダプタ付電池パック４の
電動工具１からの取り外しは、前記と同じ要領でなされる。
【００３４】
　以上のように、本実施の形態によれば、装着方式の異なる電池パック６と電動工具１と
をアダプタ７を介して装着可能としたため、異なる装着方式に容易に対応することができ
る。
【００３５】
　又、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａと電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａをア
ダプタ７の挿入部７Ｂの挿入方向視で異なる位置に配置したため、誤った操作側部分を操
作することを抑制でき、これらの操作側部分８Ａ，９Ａに高い操作性を確保することがで
きる。
【００３６】
　＜実施の形態２＞
　次に、本発明の実施の形態２を図１０～図１３に基づいて説明する。
【００３７】
　図１０は本発明の実施の形態２に係るアダプタ付電池パックの正面図、図１１は同アダ
プタ付電池パックの平面図、図１２は同アダプタ付電池パックの側面図、図１３は同アダ
プタ付電池パックの組立要領を示す側面図であり、これらの図においては図５～図７に示
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したものと同一要素には同一符号を付し、以下、それらについての再度の説明は省略する
。
【００３８】
　本実施の形態においても、アダプタ７には、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａと電
池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂが設けられ、これらの工具側ラッチ手段８の操作側部
分８Ａと電池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂは、当該アダプタ７の電動工具１への挿入
方向視（平面視）で異なる位置に配置されている。
【００３９】
　具体的には、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａは、図１１に示すように、アダプタ
７の基部７Ａの左右の側壁７ｃ，７ｄに沿ってそれぞれ１つずつ計２つ設けられており、
横方向に摺動する操作部８ａと、該操作部８ａの内端部に垂直に立設されたラッチ爪８ｂ
と、これらの操作部８ａとラッチ爪８ｂを外側方（図１０の左右方向）に付勢するスプリ
ング８ｃで構成されている。
【００４０】
　又、電池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂは、アダプタ７の基部７Ａの前壁７ａに沿っ
て設けられており、基部７Ａの前端下面に形成された矩形状の係合溝７ｆによって構成さ
れている。
【００４１】
　他方、電池パック６には、電池側ラッチ手段９操作側部分９Ａがアダプタ７の前壁７ａ
に沿って設けられており、この操作側部分９Ａは、下方向（図１０の矢印方向）に押圧操
作される操作部９ａと、該操作部９ａの上端面から垂直に立設された鍵状のラッチ爪９ｂ
と、操作部９ａを上方に付勢するスプリング９ｃで構成されている。
【００４２】
　而して、アダプタ７を、その左右のレール７ｅを電池パック６の左右の係合溝６ｇに後
方から嵌合させ、その状態のままアダプタ７を前方（図１３の矢印方向）へスライドさせ
ると、該アダプタ７の左右のレール７ｅが電池パック６の左右の係合溝６ｇに係合するこ
とによってアダプタ７が電池パック６に結合される。そして、図１２に示すように、アダ
プタ７の前端が電池側ラッチ手段９のラッチ爪９ｂに当接すると、ラッチ爪９ｂに形成さ
れたテーパ面の作用によって該ラッチ爪９ｂがスプリング９ｃの付勢力によって下方へ移
動してアダプタ７の前方へのスライドを許容する。そして、アダプタ７に形成された係合
溝７ｆが電池パック６側の電池側ラッチ手段９のラッチ爪９ｂに合致すると、ラッチ爪９
ｂがスプリング９ｃの付勢力によって上方へと突出してアダプタ７の係合溝７ｆに係合す
るため、アダプタ７が電池パック６に確実に装着されて図１０～図１２に示すアダプタ付
電池パック４が組み立てられる。
【００４３】
　上述のようにしてアダプタ７が電池パック６に装着されてアダプタ付電池パック４が組
み立てられると、このアダプタ付電池パック４は、アダプタ７を上にしてその挿入部７Ｂ
を電動工具１のハンドル部２Ｂに形成された不図示の収納空間に下方から挿入することに
よって、電動工具１のハンドル部２Ｂの下端に装着される。このとき、アダプタ７に設け
られた左右の工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａのラッチ爪８ｂが電動工具１側の不図
示の係合溝（工具側ラッチ手段８の受け側部分）に係合することによってアダプタ付電池
パック４の電動工具１からの脱落が防がれるとともに、電池パック６から電動工具１への
給電が可能となる。
【００４４】
　そして、アダプタ付電池パック４を電動工具１から取り外すには、アダプタ７の左右に
設けられた工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａの操作部８ａをスプリング８ｃの付勢力
に抗して図１１の矢印方向（内側方）に押せば良い。すると、操作部８ａと一体のラッチ
爪８ｂも同方向に移動するため、該ラッチ爪８ｂの電動工具１側の不図示の係合溝との係
合が解除されるため、アダプタ付電池パック１を電動工具１から取り外すことができる。
このとき、アダプタ７に設けられた工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａは、電池パック
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６に設けられた電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａと、電動工具１への挿入方向視で異
なる位置に配置されているため、各操作側部分８Ａ，９Ａを大きくすることができ、これ
らに高い操作性が確保されるとともに、電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａを誤って操
作することを抑制することができる。
【００４５】
　又、アダプタ付電池パック４からアダプタ７を取り外すには、電池パック６に設けられ
た電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａの操作部９ａをスプリング９ｃの付勢力に抗して
下方（図１０の矢印方向）に押せば良い。すると、操作部９ａと一体のラッチ爪９ｂも同
方向に移動するため、該ラッチ爪９ｂのアダプタ７側の係合溝７ｆとの係合が解除される
ため、アダプタ７を電池パック６から取り外すことができる。このとき、電動工具１を取
り外すときと同様に、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａを誤って操作することを抑制
することができる。
【００４６】
　而して、本実施の形態においても、装着方式の異なる電池パック６と電動工具１とをア
ダプタ７を介して装着可能としたため、異なる装着方式に容易に対応することができる。
【００４７】
　又、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａと電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａをア
ダプタ７の挿入部７Ｂの挿入方向視で異なる位置に配置したため、誤った操作側部分を操
作することを抑制でき、これらの操作側部分８Ａ，９Ａに高い操作性を確保することがで
きる。
【００４８】
　＜実施の形態３＞
　次に、本発明の実施の形態３を図１４～図１７に基づいて説明する。
【００４９】
　図１４は本発明の実施の形態３に係るアダプタ付電池パックの正面図、図１５は同アダ
プタ付電池パックの平面図、図１６は同アダプタ付電池パックの側面図、図１７は同アダ
プタ付電池パックの組立要領を示す側面図であり、これらの図においても図５～図７に示
したものと同一要素には同一符号を付し、以下、それらについての再度の説明は省略する
。
【００５０】
　本実施の形態においても、アダプタ７には、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａと電
池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂが設けられ、これらの工具側ラッチ手段８の操作側部
分８Ａと電池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂは、当該アダプタ７の電動工具１への挿入
方向視（平面視）で異なる位置に配置されている。
【００５１】
　具体的には、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａは、図１５に示すように、アダプタ
７の基部７Ａの左右の側壁７ｃ，７ｄに沿ってそれぞれ１つずつ計２つ設けられており、
横方向に摺動する操作部８ａと、該操作部８ａのテーパ面に当接して前後に摺動するスラ
イダ８ｄと、該スライダ８ｄの後端部に垂直に立設されたラッチ爪８ｂと、これらのスラ
イダ８ｄとラッチ爪８ｂを前方（図１０の左方）に付勢するスプリング８ｃで構成されて
いる。
【００５２】
　又、電池側ラッチ手段９の受け側部分９Ｂは、前記実施の形態２と同様に、アダプタ７
の基部７Ａの前壁７ａに沿って設けられており、基部７Ａの前端下面に形成された矩形状
の係合溝７ｆによって構成されている。
【００５３】
　他方、電池パック６には、前記実施の形態２と同様に、電池側ラッチ手段９の操作側部
分９Ａが前壁６ａに沿って設けられており、この操作側部分９Ａは、下方向（図１４の矢
印方向）に押圧操作される操作部９ａと、該操作部９ａの上端面から垂直に立設された鍵
状のラッチ爪９ｂと、操作部９ａとラッチ爪９ｂを上方に付勢するスプリング９ｃで構成
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されている。
【００５４】
　而して、アダプタ７を、その左右のレール７ｅを電池パック６の左右の係合溝６ｇに後
方から嵌合させ、その状態のままアダプタ７を前方（図１７の矢印方向）へスライドさせ
ると、該アダプタ７の左右のレール７ｆが電池パック６の左右の係合溝６ｇに係合するこ
とによってアダプタ７が電池パックに結合される。そして、図１６に示すように、アダプ
タ７の前端が電池側ラッチ手段９のラッチ爪９ｂに当接すると、ラッチ爪９ｂに形成され
たテーパ面の作用によって該ラッチ爪９ｂがスプリング９ｃの付勢力によって下方へ移動
してアダプタ７の前方へのスライドを許容する。そして、アダプタ７に形成された係合溝
７ｆが電池パック６側のラッチ爪９ｂに合致すると、ラッチ爪９ｂがスプリング９ｃの付
勢力によって上方へと突出してアダプタ７の係合溝７ｆに係合するため、アダプタ７が電
池パック６に確実に装着されて図１４～図１６に示すアダプタ付電池パック４が組み立て
られる。
【００５５】
　上述のようにしてアダプタ７が電池パック４に装着されてアダプタ付電池パック４が組
み立てられると、このアダプタ付電池パック４は、アダプタ７を上にしてその挿入部７Ｂ
を電動工具１のハンドル部２Ｂに形成された不図示の収納空間に下方から挿入することに
よって、電動工具１のハンドル部２Ｂの下端に装着される。このとき、アダプタ７に設け
られた左右の工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａのラッチ爪８ａが電動工具１側の不図
示の係合溝（工具側ラッチ手段８の受け側部分）に係合することによってアダプタ付電池
パック４の電動工具１からの脱落が防がれるとともに、電池パック６から電動工具１への
給電が可能となる。
【００５６】
　そして、アダプタ付電池パック４を電動工具１から取り外すには、アダプタ７の左右に
設けられた工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａの操作部８ａを図１５の矢印方向（内側
方）に押せば良い。すると、操作部８ａのテーパ面に当接するスライダ８ｄが楔作用によ
ってスプリング８ｃの付勢力に抗して後方（図１５の右方）に摺動するため、該スライダ
８ｄに一体に立設されたラッチ爪８ｂも同方向に移動する。このため、ラッチ爪８ｂの電
動工具１側の不図示の係合溝との係合が解除され、アダプタ付電池パック４を電動工具１
から取り外すことができる。このとき、アダプタ７に設けられた工具側ラッチ手段８の操
作側部分８Ａは、電池パック６に設けられた電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａと、電
動工具１への挿入方向視で異なる位置に配置されているため、各操作側部分８Ａ，９Ａを
大きくすることができ、これらに高い操作性が確保されるとともに、電池側ラッチ手段９
の操作側部分９Ａを誤って操作することを抑制することができる。
【００５７】
　又、アダプタ付電池パック４からアダプタ７を取り外すには、前記実施の形態２と同様
に、電池パック６に設けられた電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａの操作部９ａをスプ
リング９ｃの付勢力に抗して下方（図１４の矢印方向）に押せば良い。すると、操作部９
ａと一体のラッチ爪９ｂも同方向に移動するため、該ラッチ爪９ｂのアダプタ７側の係合
溝７ｆとの係合が解除されるため、アダプタ７を電池パック６から取り外すことができる
。このとき、電動工具１を取り外すときと同様に、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａ
を誤って操作することを抑制することができる。
【００５８】
　而して、本実施の形態においても、装着方式の異なる電池パック６と電動工具１とをア
ダプタ７を介して装着可能としたため、異なる装着方式に容易に対応することができる。
【００５９】
　又、工具側ラッチ手段８の操作側部分８Ａと電池側ラッチ手段９の操作側部分９Ａをア
ダプタ７の挿入部７Ｂの挿入方向視で異なる位置に配置したため、誤った操作側部分を操
作することを抑制でき、これらの操作側部分８Ａ，９Ａに高い操作性を確保することがで
きる。
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【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明に係る電動工具の斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るアダプタを斜め下方から見た斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係るアダプタ付電池パックの分解斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係るアダプタ付電池パックの斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るアダプタ付電池パックの正面図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係るアダプタ付電池パックの平面図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係るアダプタ付電池パックの側面図である。
【図８】図７のＡ－Ａ線断面図である。
【図９】図７のＢ－Ｂ線断面図である。
【図１０】本発明に実施の形態２に係るアダプタ付電池パックの正面図である。
【図１１】本発明に実施の形態２に係るアダプタ付電池パックの平面図である。
【図１２】本発明に実施の形態２に係るアダプタ付電池パックの側面図である。
【図１３】本発明に実施の形態２に係るアダプタ付電池パックの組立要領を示す側面図で
ある。
【図１４】本発明に実施の形態３に係るアダプタ付電池パックの正面図である。
【図１５】本発明に実施の形態３に係るアダプタ付電池パックの平面図である。
【図１６】本発明に実施の形態３に係るアダプタ付電池パックの側面図である。
【図１７】本発明に実施の形態３に係るアダプタ付電池パックの組立要領を示す側面図で
ある。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　　　　電動工具
　２　　　　　ハウジング
　２Ａ　　　　ハウジングの胴体部
　２Ｂ　　　　ハウジングのハンドル部
　３　　　　　ドリルチャック
　４　　　　　アダプタ付電池パック
　５　　　　　トリガスイッチ
　６　　　　　電池パック
　６Ａ　　　　電池ケース
　６Ｂ　　　　接続部
　６ａ　　　　前壁（第１壁）
　６ｂ　　　　後壁（第１壁）
　６ｃ，６ｄ　左右の側壁（第２壁）
　６ｅ　　　　端子挿入部
　６ｅ－１　　スロット
　６ｅ－２　　端子
　６ｆ　　　　リブ
　６ｇ　　　　係合溝
　７　　　　　アダプタ
　７Ａ　　　　アダプタの基部
　７Ｂ　　　　アダプタの挿入部
　７ａ　　　　前壁（第１壁）
　７ｂ　　　　後壁（第１壁）
　７ｃ，７ｄ　左右の側壁（第２壁）
　７ｅ　　　　レール
　７ｆ　　　　係合溝
　８　　　　　工具側ラッチ手段
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　８Ａ　　　　工具側ラッチ手段の操作側部分
　８ａ　　　　工具側ラッチ手段の操作部
　８ｂ　　　　工具側ラッチ手段のラッチ爪
　８ｃ　　　　工具側ラッチ手段のスプリング
　８ｄ　　　　工具側ラッチ手段のスライダ
　９　　　　　電池側ラッチ手段
　９Ａ　　　　電池側ラッチ手段の操作側部分
　９Ｂ　　　　電池側ラッチ手段の受け側部分
　９ａ　　　　電池側ラッチ手段の操作部
　９ｂ　　　　電池側ラッチ手段のラッチ爪
　９ｃ　　　　電池側ラッチ手段のスプリング
　１０　　　　端子

【図１】 【図２】
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【図１３】
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【図１５】

【図１６】
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